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行
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則
及
び
大

　

気
汚
染
に
係
る
健
康
障
害
者
に
対
す
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

　

改
正
す
る
規
則
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三

規
　
　
　
則

東
京
都
原
子
爆
弾
被
爆
者
等
の
援
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す

る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
五
十
四
号

東
京
都
原
子
爆
弾
被
爆
者
等
の
援
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

東
京
都
原
子
爆
弾
被
爆
者
等
の
援
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
東
京
都
規
則
第
二
百

三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
の
二
第
五
号
中
「
私
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合
法
」
を
「
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
」
に

改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三　

医
療
費
の
助
成
に
併
用
す
る
医
療
保
険
各
法
及
び
こ
れ
ら
に
基
づ
く
命
令
に
規
定
す
る
被
保
険

者
、
被
扶
養
者
、
組
合
員
又
は
加
入
者
（
以
下
「
被
保
険
者
等
」
と
い
う
。
）
の
資
格
に
係
る
情

報
（
以
下
「
被
保
険
者
等
資
格
情
報
」
と
い
う
。
）
が
確
認
で
き
る
書
類

第
二
十
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
申
請
を
す
る
者
が
当
該
書
類
と

同
様
の
内
容
を
含
む
情
報
の
提
供
（
知
事
が
別
に
定
め
る
方
法
に
限
る
。
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

場
合
は
、
添
付
を
要
し
な
い
。

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
（
第
十
七
号
様
式
）
」
の
下
に
「
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
」
を
加

え
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の

次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

前
項
に
規
定
す
る
第
二
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
前
項
に
規
定
す
る

申
請
を
す
る
者
が
当
該
書
類
と
同
様
の
内
容
を
含
む
情
報
の
提
供
（
知
事
が
別
に
定
め
る
方
法
に
限

る
。
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
添
付
を
要
し
な
い
。

第
二
十
六
条
中
「
健
康
保
険
証
」
を
「
被
保
険
者
等
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
る
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
中
「
健
康
保
険
証
」
を
「
被
保
険
者
等
資
格
情
報
」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
六
号
様
式
中

「健
康
保
険
証
の

記
	号
	番
	号

」
を
「医

療
保
険
の

記
	号
	番
	号

」
に
、

「協
会
・
組
合
・
共
済
・
船
員
・
国
保
（
一
般
・

退
職
者
）
・
後
期
高
齢

」
を

「協
会
・
組
合
・
共
済
・
船
員
・
国
保
・
後
期

高
齢

」
に
、

「１

　

新
規
申
請
の
場
合

　
　

⑴

　

診
断
書

（第
17号
様
式

）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑵

　

健
康
診
断
受
診
票
の
写
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑶
　

健
康
保
険
証
の
写
し
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２

　

更
新
申
請
の
場
合

　
　

⑴

　

診
断
書

（第
17号
様
式
の
２

）　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑵

　

健
康
保
険
証
の
写
し

　

３　
疾
病
追
加
申
請
の
場
合
⑴

　

診
断
書

（第
17号
様
式

）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑵

　

医
療
券

（第
18号
様
式

）の
写
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑶

　

健
康
保
険
証
の
写
し

　
　
　
　
　
　
　
　

		

」

「⑴

　

診
断
書

（第
17号
様
式

）
（更

新
申
請
の
場
合
は
、
第
17号
様
式
の
２

）

　

⑵

　

健
康
診
断
受
診
票
の
写
し

（新
規
申
請
の
場
合
の
み

）　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　

⑶

　

医
療
保
険
の
資
格
情
報
を
記
載
し
た
書
類

　

⑷

　

医
療
券

（第
18号
様
式

）の
写
し

（疾
病
追
加
申
請
の
場
合
の
み

）　
　

」

別
記
第
十
七
号
様
式
及
び
第
十
七
号
の
二
様
式
中
「
（
○を

付
け
て
く
だ
さ
い
。

）
」
を
「
（経

過

観
察
期
間
を
含
み
ま
す
。

）に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
。

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
八
号
様
式

（裏面）
中
「必

ず

」
を
削
り
、
「健

康
保
険
証
を

」
を
「医
療
保
険
の
資
格
情
報
が

確
認
で
き
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
又
は
書
類
を

」
に
、
「健

康
保
険
証
の
種
類
や
記
号
・
番
号

」
を

「医
療
保
険
の
資
格
情
報

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
九
号
様
式
中

「

 
 

」
を

「

 
 

」
に
改
め
、
「・

歯
科
３

」
を	

削
る
。

別
記
第
二
十
号
様
式
中

「健
康
保
険
証
に
変
更

が
あ
つ
た
場
合

」
を

「医
療
保
険
の
資
格
情

報
に
変
更
が
あ
つ
た

場
合

」
に
、

「２　
健
康
保
険
証
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　

⑴

　

変
更
後
の
健
康
保
険
証
の
写
し

　
　
　
　
　
　
　
　

」

「２

　

医
療
保
険
の
資
格
情
報
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合

　
　

⑴

　

変
更
後
の
医
療
保
険
の
資
格
情
報
を
記
載
し
た
書
類

」
に
改
め
る
。

附　

則

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
十
二
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
原
子
爆
弾
被
爆
者
等
の
援
護
に
関

す
る
条
例
施
行
規
則
別
記
第
十
六
号
様
式
か
ら
第
二
十
号
様
式
ま
で
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す

る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
原
子
爆
弾
被
爆
者
等
の
援
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す

る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
五
十
五
号

東
京
都
原
子
爆
弾
被
爆
者
等
の
援
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

東
京
都
原
子
爆
弾
被
爆
者
等
の
援
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
東
京
都
規
則
第
二
百

三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
第
三
項
中
「
場
合
」
の
下
に
「
又
は
知
事
に
お
い
て
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個

人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
。
以
下

「
番
号
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
番
号
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
書
類
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
（
番
号
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
特
定
個
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人
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
提
供
が
受
け
ら
れ
る
場
合
」
を
加
え
る
。

第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
場
合
」
の
下
に
「
又
は
知
事
に
お
い
て
、
番
号
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て

準
用
す
る
番
号
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
書
類
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人

情
報
の
提
供
が
受
け
ら
れ
る
場
合
」
を
加
え
る
。

第
二
十
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

前
項
の
医
療
券
に
つ
い
て
は
、
契
約
医
療
機
関
等
に
お
い
て
、
番
号
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準

用
す
る
番
号
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
書
類
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人

情
報
の
確
認
が
で
き
る
場
合
は
、
提
示
を
要
し
な
い
。

別
記
第
十
六
号
様
式
中
「

 」
を

「

 

」
に

改
め
る
。

別
記
第
二
十
号
様
式
中
「

 
 

」
を

「

 

」
に
改
め
る
。

附　

則

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
原
子
爆
弾
被
爆
者
等
の
援
護
に
関

す
る
条
例
施
行
規
則
別
記
第
十
六
号
様
式
及
び
第
二
十
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も

の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
五
十
六
号

原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
七
年
東
京
都
規
則
第
百
七
十
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
二
十
一
号
様
式
表
中
「後

期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
の
番
号

」
を
「後

期
高
齢
者
医
療
制

度
の
資
格
情
報

」
に
、
「受

給
者
番
号

」
を
「被

保
険
者

番
号

」
に
改
め
る
。

附　

則

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
十
二
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す

る
法
律
施
行
細
則
別
記
第
二
十
一
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正

を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
気
汚
染
に
係
る
健
康
障
害
者
に
対
す
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
及
び
大
気
汚
染

に
係
る
健
康
障
害
者
に
対
す
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
五
十
七
号

大
気
汚
染
に
係
る
健
康
障
害
者
に
対
す
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
及

び
大
気
汚
染
に
係
る
健
康
障
害
者
に
対
す
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

第
一
条　

大
気
汚
染
に
係
る
健
康
障
害
者
に
対
す
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
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四
十
七
年
東
京
都
規
則
第
二
百
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
三
号
中
「
被
保
険
者
証
、
組
合
員
証
、
加
入
者
証
又
は
高
齢
受
給
者
証
（
以
下

「
被
保
険
者
証
等
」
と
い
う
。
）
の
写
し
」
を
「
被
保
険
者
、
被
扶
養
者
、
組
合
員
又
は
加
入
者
の

資
格
に
係
る
情
報
（
以
下
「
被
保
険
者
等
資
格
情
報
」
と
い
う
。
）
が
確
認
で
き
る
書
類
」
に
改
め
、

同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４　

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
は
、
当
該
書
類
と
同
様
の
内
容
を
含
む
情
報
の
提
供
（
知
事
が

別
に
定
め
る
方
法
に
限
る
。
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

第
七
条
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三　

被
保
険
者
等
資
格
情
報
が
確
認
で
き
る
書
類

第
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
は
、
当
該
書
類
と
同
様
の
内
容
を
含
む
情
報
の
提
供
（
知
事
が
別

に
定
め
る
方
法
に
限
る
。
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
条
第
二
項
中
「
係
る
被
保
険
者
証
等
」
を
「
係
る
被
保
険
者
等
資
格
情
報
」
に
、
「
被
保
険

者
証
等
の
写
し
」
を
「
被
保
険
者
等
資
格
情
報
が
確
認
で
き
る
書
類
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。

３　

前
項
の
被
保
険
者
等
資
格
情
報
が
確
認
で
き
る
書
類
は
、
当
該
書
類
と
同
様
の
内
容
を
含
む
情

報
の
提
供
（
知
事
が
別
に
定
め
る
方
法
に
限
る
。
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
添
付
を
省

略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中
「保

険
証
等

」
を
「被

保
険
者
等
資
格
情
報

」
に
、
「高

齢
受
給
者
証
を
お

持
ち

」
を
「70歳

以
上

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式

（裏面）
中
「保
険
証
を

」
を
「医

療
保
険
資
格
が
確
認
で
き
る
書
類
を

」
に
、
「保

険
証
の

」
を
「医

療
保
険
の

」
に
改
め
る
。

別
記
第
八
号
様
式
中

「

 
  

」
を	

		

「

 
               

」
に
改
め
、
「・

歯
科
３

」 	

				

を
削
る
。

別
記
第
九
号
様
式
中
「保　

険　
証

」
を
「被

保
険
者
等
資
格
情
報

」
に
、
「後

期
高
齢
者
医
療

被
保
険
者
証
又
は
高
齢
受
給
者
証
を
お
持
ち

」
を
「後

期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
又
は
70歳

以

上

」
に
改
め
る
。

第
二
条　

大
気
汚
染
に
係
る
健
康
障
害
者
に
対
す
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
二
十
九
年
東
京
都
規
則
第
百
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
附
則
様
式

（裏面）
中
「に

保
険
証

」
を
「に

医
療
保
険
資
格
が
確
認
で
き
る
書
類

」
に
、
「保

険

証
と

」
を
「医

療
保
険
資
格
が
確
認
で
き
る
書
類
と

」
に
、
「保

険
証
の

」
を
「医

療
保
険
の

」
に
、

「被
保
険
者
証
、

○後認
定
証
又
は
高
齢
認
定
証
等
に
よ
る
医
療
の
給
付
が
受
け
ら
れ
る
よ
う

」
を

「被
保
険
者

」
に
改
め
る
。

附　

則

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
十
二
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
大
気
汚
染
に
係
る
健
康
障
害
者
に
対
す
る

医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
別
記
第
一
号
様
式
、
第
二
号
様
式
、
第
八
号
様
式
及
び
第

九
号
様
式
並
び
に
大
気
汚
染
に
係
る
健
康
障
害
者
に
対
す
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
別
記
附
則
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修

正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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